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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する

政令の公布について 

 

 

  本日、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令

（平成 30 年政令第 105 号。以下「改正政令」という。）が公布されました。

改正政令の内容は下記のとおりですので、御了知の上、各給付の適切な支給に

ついてよろしくお願い申し上げます。 
 

記 

１  改正内容 

⑴ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）が支給

する医療手当の額について、医療を受けた日数等に応じ、月額 36,300 円

から 36,400 円に、月額 34,300 円から 34,400 円に引き上げること（独立

行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 （平成 16 年政令第 83 号。以

下「施行令」という。）第５条第１項及び第２項関係）。 

⑵ 機構が支給する障害年金の額について、障害の程度に応じ、2,752,800

円から 2,767,200 円に、2,203,200 円から 2,214,000 円に引き上げること

（施行令第７条第１項関係）。 

⑶ 機構が支給する障害児養育年金の額について、障害の程度に応じ、

860,400 円から 865,200 円に、688,800 円から 692,400 円に引き上げるこ

と（施行令第９条第１項関係）。 

⑷ 機構が支給する遺族年金の額について、2,408,400 円から 2,420,400 円

に引き上げること（施行令第 10 条第５項関係）。 

⑸ 機構が支給する遺族一時金の額について、7,225,200 円から 7,261,200

円に引き上げること（施行令第 11 条第２項関係）。 



 

２ 施行期日等 

⑴ 改正政令は、平成 30 年４月１日から施行すること（改正政令附則第１

項）。 

⑵ 平成 30 年３月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び

遺族年金並びに同月 31 日以前に生じた死亡に係る遺族一時金の額につい

ては、なお従前の例によること（改正政令附則第２項）。 


